
議案
番号

件名 担当部課 頁

26
柏市特別職職員給与条例及び柏市議会議員報酬等支給条例の一部
を改正する条例の制定について

総務部
人事課
給与厚生室

1

27
柏市一般職職員給与条例及び柏市職員高齢者部分休業条例の一部
を改正する条例の制定について

総務部
人事課
給与厚生室

2

28
柏市会計年度任用職員給与等条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

総務部
人事課
給与厚生室

3
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議案第２６号 柏市特別職職員給与条例及び柏市議会議員報酬等支給条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第２６号は，特別職の職員及び議員の期末手当の支給割合を改定するた

め，柏市特別職職員給与条例及び柏市議会議員報酬等支給条例の一部を改正し

ようとするものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ 柏市特別職職員給与条例の一部改正（改正条例第１条及び改正条例第２条

関係） 

  特別職の職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること（第５条第

２項関係）。 

支給月 改正前 
改正後 

令和４年度 令和５年度以後 

６月 ２ ． １ ５ 月分 ２ ． ２ 月分 

１２月 ２ ． １ ５ 月分 ２ ． ２ ５ 月分 ２ ． ２ 月分 

２ 柏市議会議員報酬等支給条例の一部改正（改正条例第３条及び改正条例第

４条関係） 

  議員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること（第５条第２項関

係）。 

支給月 改正前 
改正後 

令和４年度 令和５年度以後 

６月 ２ ． １ ５ 月分 ２ ． ２ 月分 

１２月 ２ ． １ ５ 月分 ２ ． ２ ５ 月分 ２ ． ２ 月分 

３ 令和４年度分の期末手当に関する部分は公布の日から，令和５年度以後の

年度分の期末手当に関する部分は令和５年４月１日から施行すること。 
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議案第２７号 柏市一般職職員給与条例及び柏市職員高齢者部分休業条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第２７号は，国家公務員等の給与改定に準じた一般職職員の給料月額及

び勤勉手当の支給割合の改定，定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を

定めること並びに勤務１時間当たりの給与額の算出方法の改定を行うため，柏

市一般職職員給与条例及び柏市職員高齢者部分休業条例の一部を改正しようと

するものです。 

 主な内容は，次のとおりです。 

１ 柏市一般職職員給与条例の一部改正（改正条例第１条関係） 

(1) 時間外勤務手当，休日勤務手当及び夜間勤務手当の算定に係る勤務１時

間当たりの給与額の算出方法を改定すること（第１９条第２項関係）。 

(2) 勤勉手当の支給割合を改定すること（第２２条第２項関係）。

(3) 一部の職員の給料月額を引き上げること（別表第１から別表第３の２ま

で関係）。 

２ 柏市一般職職員給与条例の一部改正（改正条例第２条関係） 

  職員が勤務しないときの給与の減額に係る勤務１時間当たりの給与額の算

出方法を改定すること（第１９条第１項関係）。 

３ 柏市一般職職員給与条例の一部改正（改正条例第３条関係） 

(1) 勤勉手当の支給割合を改定すること（第２２条第２項関係）。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を定めること（別表第１及

び別表第２関係）。 

４ 柏市職員高齢者部分休業条例の一部改正（改正条例第４条関係） 

  職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与の減額に係る

勤務１時間当たりの給与額の算出方法を改定すること（第３条関係）。 

５ 施行期日等 

(1) この条例は，公布の日から施行すること。ただし，２は令和５年１月１

日から，３は同年４月１日から施行すること。 

(2) １（１）及び（３）は令和４年４月１日から，１（２）は同年１２月１

日から適用すること（改正附則第２項関係）。 

2



議案第２８号 柏市会計年度任用職員給与等条例の一部を改正する条例の制定

について 

 議案第２８号は，パートタイム会計年度任用職員の令和４年における報酬及

び同年１２月の期末手当に関する特例を定めるため，柏市会計年度任用職員給

与等条例の一部を改正しようとするものです。 

 内容は，次のとおりです。 

１ パートタイム会計年度任用職員の令和４年４月１日から同年１１月３０日

までの間における勤務に係る報酬は，当該期間における一般職の職員に係る

改定前の給料表の給料月額を適用して算定すること（附則第２０項関係）。 

２ パートタイム会計年度任用職員に支給する令和４年１２月の期末手当は，

同年１１月３０日において当該職員が受けるべき勤務１時間当たりの報酬の

額により算定すること（附則第２１項関係）。 

３ この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の柏市会計年度

任用職員給与等条例の規定は，令和４年４月１日から適用すること。 
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